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大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第97号 

   大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年規則第23号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する断続的な」に改める。 

第８条の３第２項第２号中「。以下「育休条例」という。」を削る。 

 第13条第１項第７号中「３月」を「１年」に改め、同項第19号中「６月15日」を「６月１日」に、「９月30

日」を「10月31日」に改める。 

 附則第４条を附則第５条とし、附則第３条を附則第４条とし、附則第２条の次に次の１条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の影響に伴う特別休暇の特例） 

第３条 令和２年１月１日から同年９月30日までの間に結婚した職員の当該結婚に係る第13条第１項第７号の休

暇の期間は、同号の規定にかかわらず、当該結婚をした日から令和３年９月30日までの間における連続する７

日の範囲内の期間とする。 

附 則 

 この規則は、令和２年10月１日から施行する。ただし、第７条第２項の改正規定、第８条の３第２項第２号の

改正規定及び第13条第１項第19号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第98号 

大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年規則第27号）の一部を次のように改正す

る。 

 第９条第１項第７号中「３月」を「１年」に改め、同項第19号中「６月15日」を「６月１日」に、「９月30

日」を「10月31日」に改める。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の影響に伴う特別休暇の特例） 

 

市 章 
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２ 令和２年４月１日から同年９月30日までの間に結婚した会計年度任用職員の当該結婚に係る第９条第１項第

７号の休暇の期間は、同号の規定にかかわらず、当該結婚をした日から令和３年９月30日までの間における連

続する５日の範囲内の期間とする。 

附 則 

 この規則は、令和２年10月１日から施行する。ただし、第９条第１項第19号の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 

 

大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第99号 

大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則 

大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改め、「当該年の前年に」を削り、「の規定によ

り告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

大津市生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第100号 

   大津市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

 大津市生活保護法施行細則（平成21年規則第51号）の一部を次のように改める。 

 第８条を次のように改める。 

 （入所等の依頼等） 

第８条 法第30条第１項ただし書、第33条第２項、第34条第２項又は第36条第２項の規定により入所等の依頼を

し、又は入所等の委託（次項に規定するものを除く。）をしようとするときは、その施設の長又は私人に対し、

様式第12号の規定による依頼（委託）書を送付するものとする。 

２ 法第30条第１項ただし書の規定により日常生活支援住居施設に対して入所の委託をしようとするときは、日

常生活支援住居施設の長に対し、様式第12号の２の規定による依頼書を送付するものとする。 

３ 前２項の規定による依頼（委託）書の送付を受けた施設の長又は私人は、受諾又は受託の可否について、様

式第12号の３又は様式第12号の４の規定による書面により福祉事務所長に対して通知するものとする。 

 第16条中「第54条の２第４項」を「第54条の２第５項」に改める。 

 様式第７号中 

 「   

別 途 送 金 額  施設事務費    を 

                                                   」 

 「   

別 途 送 金 額  施設事務費 

委託事務費 
   に改 

                                                   」 

める。 

様式第11号及び様式第12号を次のように改める。 
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写 

真 

様式第11号（第７条関係） 

（表）

第 
 

号 

（
所 

属
）
大
津
市
福
祉
事
務
所 

（
職
氏
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

立 

入 

調 

査 

票 

大
津
市
福
祉
事
務
所
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

年 
 

月 
 

日 

交
付 

 

 

 

 

（裏） 

２
〜
４ 

(

略)
 

５ 

保
護
の
実
施
機
関
は
、
要
保
護
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
立
入
調
査
を
拒
み
、

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
検
診
を

受
け
る
べ
き
旨
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
保
護
の
開
始
若
し
く
は

変
更
の
申
請
を
却
下
し
、
又
は
保
護
の
変
更
、
停
止
若
し
く
は
廃
止
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

注 
 

意 
一 
こ
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 
こ
の
証
票
は
、
職
名
の
異
動
を
生
じ
、
又
は
不
用
に
な
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る

職
権
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
報
告
、
調
査
及
び
検
診
） 

第
二
十
八
条 

保
護
の
実
施
機
関
は
、
保
護
の
決
定
若
し
く
は
実
施
又
は

第
七
十
七
条
若
し
く
は
第
七
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
次
項
及
び
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
要
保
護
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
、
健
康
状
態
そ

の
他
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
要
保
護
者
に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、
若
し
く
は
当
該

職
員
に
、
当
該
要
保
護
者
の
居
住
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
こ
れ
ら
の
事

項
を
調
査
さ
せ
、
又
は
当
該
要
保
護
者
に
対
し
て
、
保
護
の
実
施
機
関

の
指
定
す
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
検
診
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

64mm 

90mm 
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様式第12号（第８条関係） 

収容等依頼（委託）書 

第     号  

年  月  日  

           様 

 

大津市福祉事務所長  印 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）
第30条第１項ただし書・第33条第２項 

第34条第２項・第36条第２項 
の規定により下記の者の保護を 

貴施設（あなた）に依頼（委託）します。 

 

記 

 

世帯主氏名 
 本人との 

続  柄 

 
扶助の種類 

本 
 
 

人 

氏 名   １ 生活扶助 

 ⑴ 保護費 

   生活保護費    円 

   施設事務費    円 

 ⑵ 自己負担額    円 

２ 住宅扶助（宿所提供） 

 ⑴ 施設事務費    円 

３ 医療扶助 

 ⑴ 医療の給付 

 ⑵ 本人支払額    円 

４ 生業扶助 

就労のために必 

要な施設の供用 

生業に必要な技 

能の授与 

⑴ 施設事務費    円 

生 年 月 日  年   月   日  

本 籍 地   

住 所   

教 育 程 度  特殊技能  

参 

考 

事 

項 

  

注 １ 扶助の種類欄は、依頼又は委託する扶助の種類を○で囲むこと。 

２ 保護台帳、ケース要約記録を添付すること。 
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様式第12号の次に次の３様式を加える。 

様式第12号の２（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

           様 

 

大津市福祉事務所長   印 

 

日常生活支援の委託について（依頼） 

 

次の者については、生活保護法（昭和25年法律第144号）第30条第１項ただし書の規定により貴施設に入所さ

せ日常生活支援の実施を委託したいので、折り返し、回答願います。 

 

（フリガナ） 

被（要）保護者氏名 

（ 世帯主 ・ 世帯主以外 ） 

 年  月  日生   

（ 重点的要支援者に 該当 ・ 非該当 ） 

摘要  

注意  本依頼書により施設が委託の依頼を受けたときは、正当な理由なくしてこれを拒むことはできません。 

 

備考 

  上の者を含め同じ居室に入居する同一世帯の人数    人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 令和２年９月15日                 大   津   市   公   報                 号外（第 57 号） 

 

様式第12号の３（第８条関係） 

承諾（不承諾）書 

年  月  日  

（宛先） 

大津市福祉事務所長 

     

                            施設長又は受諾者              

              氏   名            ㊞ 

 

    年  月  日付け  第  号をもって依頼のありました被保護者の収容（利用）について下記のと

おり回答します。 

 

記 

 

被 保 護 者 氏 名  

収容（利用）の可否 承 諾      不承諾 

収容（利用）開始             年   月   日 

不承諾の理由  

その他参考事項及び連絡事項  
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様式第12号の４（第８条関係） 

年  月  日  

（宛先） 

大津市福祉事務所長 

施設所在地               

施 設 名               

施 設 長           ㊞  

 

日常生活支援の委託について（回答） 

 

       年  月  日付け  第  号により依頼のあった次の者については、
支援を受託しました 

支援を受託できませんでした 

ことを回答いたします。 

 

被（要）保護者氏名 

入所日               年   月   日 

支援の委託開始日          年   月   日 

支援を受託できなかった場合、その理由 

 

 

 

備考 

  上の者を含め同じ居室に入居する同一世帯の人数    人 
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写 
真 

様式第26号を次のように改める。 

様式第26号（第16条関係） 

（表）

第 
 

号 

（
所 

属
）
大
津
市 

 
 

部 
 
 

課 

（
職
氏
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

立 

入 

検 

査 

票 

大
津
市
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

年 
 

月 
 

日 

交
付 

 

 

 

 

（裏）

５ 

第
四
十
九
条
の
二
（
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
指
定
（
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
を
受
け
た
介
護
機
関
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
も
の
を
含
み
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
条
の
二
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機

関
」
と
、
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
（
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第

一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護

機
関
」
と
、
同
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
定
め

る
審
査
委
員
会
又
は
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
保
険
法
に
定

め
る
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機

関
」
と
、
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

第
八
十
六
条 

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
五
十
五
条

の
六
若
し
く
は
第
七
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出

若
し
く
は
提
示
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
（
要
保
護
者
が
違
反
し
た
場
合
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
調
査
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

注
意 

 

一 

こ
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

二 

こ
の
証
票
は
、
職
名
の
異
動
を
生
じ
、
又
は
不
用
に
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
権
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
関
係
条

文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
） 

 

第
四
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
保
護
施
設
の
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況
そ
の
他

必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
管
理
者
か
ら
そ
の

設
備
及
び
会
計
書
類
、
診
療
録
そ
の
他
の
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
閲
覧
及
び
説
明
を
求
め
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
報
告
等
） 

 

第
五
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
）
は
、
医
療
扶
助
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は

指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
開
設
者
で
あ
つ
た
者
等
」
と
い
う
。
） 

に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
若
し
く
は
診

療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理

者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
（
開
設
者
で
あ
つ
た
者
等
を
含
む
。
）
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当

該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
実
地
に
、
そ
の
設
備
若

し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
介
護
機
関
の
指
定
等
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
（
略
） 

 

２
〜
４
（
略
） 

 

附 則 

１ この規則は、令和２年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市生活保護法施行細則様式第11号及び様式第26号によ

る証票は、当該証票に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の大津市生活保護法施行細則様式第

11号及び様式第26号による証票とみなす。 

64mm 

90mm 
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大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第101号 

大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自 

立の支援に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律施行細則（平成21年規則第52号）の一部を次のように改める。 

 第13条中「第54条の２第４項」を「第54条の２第５項」に改める。 

 様式第４号を次のように改める。 
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写 
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様式第４号（第５条関係） 

（表）

第 
 

号 

（
所 

属
）
大
津
市
福
祉
事
務
所 

（
職
氏
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

立 

入 

調 

査 

票 

大
津
市
福
祉
事
務
所
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

年 
 

月 
 

日 

交
付 

 

 

 

 

（裏） 

２
〜
４ 

(

略)
 

５ 

保
護
の
実
施
機
関
は
、
要
保
護
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
立
入
調
査
を
拒
み
、

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
検
診
を

受
け
る
べ
き
旨
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
保
護
の
開
始
若
し
く
は

変
更
の
申
請
を
却
下
し
、
又
は
保
護
の
変
更
、
停
止
若
し
く
は
廃
止
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

注

意 
一 

こ
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 
こ
の
証
票
は
、
職
名
の
異
動
を
生
じ
、
又
は
不
用
に
な
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職
権

を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

（
報
告
、
調
査
及
び
検
診
） 

第
二
十
八
条 

保
護
の
実
施
機
関
は
、
保
護
の
決
定
若
し
く
は
実
施
又
は

第
七
十
七
条
若
し
く
は
第
七
十
八
条
（
第
三
項
を
除
く
。
次
項
及
び
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
要
保
護
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
、
健
康
状
態
そ

の
他
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
要
保
護
者
に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、
若
し
く
は
当
該

職
員
に
、
当
該
要
保
護
者
の
居
住
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
こ
れ
ら
の
事

項
を
調
査
さ
せ
、
又
は
当
該
要
保
護
者
に
対
し
て
、
保
護
の
実
施
機
関

の
指
定
す
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
検
診
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

 

 

 

 

 

64mm 

90mm 
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写 
真 

 様式第11号を次のように改める。 

様式第11号（第13条関係） 

（表）

第 
 

号 

（
所 

属
）
大
津
市 

 
 

部 
 
 

課 

（
職
氏
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

立 

入 

検 

査 

票 

大
津
市
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

年 
 

月 
 

日 

交
付 

 

 

 

 

（裏） 

５ 

第
四
十
九
条
の
二
（
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
指
定
（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事

業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受

け
た
介
護
機
関
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
同
項

の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者
（
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
及
び
第

五
十
条
の
二
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機

関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指

定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、
同
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
定
め
る
審
査
委
員
会
又
は
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
保
険
法
に
定
め
る
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

第
八
十
六
条 

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
五
十
五
条
の
六
若
し
く
は

第
七
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
第
五
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
若
し
く

は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
第
二
十
八

条
第
一
項
（
要
保
護
者
が
違
反
し
た
場
合
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
当
該
職
員
の
調
査
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。 

 
２ 
（
略
） 

 

注
意 

 

一 

こ
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

二 

こ
の
証
票
は
、
職
名
の
異
動
を
生
じ
、
又
は
不
用
に
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
四
十
四
条
又
は
第
五
十
四
条
（
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
立
入
検
査
を
す
る
職
権
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
） 

 

第
四
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
保
護
施
設
の
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況
そ
の
他
必
要

と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
管
理
者
か
ら
そ
の
設
備
及
び

会
計
書
類
、
診
療
録
そ
の
他
の
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁

的
記
録
を
含
む
。
第
五
十
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
及
び
説
明
を

求
め
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
報
告
等
） 

 

第
五
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
）
は
、
医
療
扶
助
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
指
定
医
療

機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
開

設
者
で
あ
つ
た
者
等
」
と
い
う
。
） 

に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ

の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の

他
の
従
業
者
（
開
設
者
で
あ
つ
た
者
等
を
含
む
。
）
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
実
地
に
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
介
護
機
関
の
指
定
等
） 

 

第
五
十
四
条
の
二
（
略
） 

 

２
〜
４
（
略
） 

 

附 則 

１ この規則は、令和２年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第４号及び様式第11号による証票

は、当該証票に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の大津市中国残留邦人等の円滑な帰国の促

64mm 

90mm 
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進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第４号及び様式

第11号による証票とみなす。 

 

 

大津市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第102号 

大津市建築基準法等施行細則の一部を改正する規則 

大津市建築基準法等施行細則（昭和47年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号を次のように改める。 

⑴ 当該申請に係る建築物が次のアからウまでのいずれかに該当する場合にあっては、工場・危険物調書（様

式第２号） 

 ア 原動機を使用する工場の用途に供する建築物 

 イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物 

 ウ ア又はイに該当する建築物であって法第86条の７第１項又は法第87条第３項の規定の適用を受けるもの

と同一敷地内にある建築物 

第13条第４項及び第13条の２第１項中「第１条の３第１項の表２の(三十)項」を「第１条の３第１項の表２の

(二十九)項」に改める。 

第13条の３第１項中「第８条第２項ただし書」を「第８条第３項」に改める。 

第15条第４号中「第52条第１項第６号」を「第52条第１項第８号」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市道路台帳等に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 令和２年９月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第103号 

大津市道路台帳等に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則の一部を改正する規則 

大津市道路台帳等に関する書類の閲覧及び写しの交付に関する規則（平成24年規則第40号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「成果に」を「国土調査の成果に」に改める。 

附 則 

この規則は、令和２年９月29日から施行する。 

 

 

 

 

大津市企業局管理規程第20号 

 大津市企業局職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成７年企業局管理規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

令和２年９月15日  

大津市公営企業管理者 山  極  正  勝 

第14条第１項第７号中「３月」を「１年」に改め、同項第20号中「６月15日」を「６月１日」に、「９月30

日」を「10月31日」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の影響に伴う特別休暇の特例） 

３ 令和２年１月１日から同年９月30日までの間に結婚した職員の当該結婚に係る第14条第１項第７号の休暇の

期間は、同号の規定にかかわらず、当該結婚をした日から令和３年９月30日までの間における連続する７日の

範囲内の期間とする。 

附 則 

この規程は、令和２年10月１日から施行する。ただし、第14条第１項第20号の改正規定は、同年９月15日から
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施行する。 

 

大津市企業局管理規程第21号 

 大津市企業局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程（令和２年企業局管理規程第６号）の一部を

次のように改正する。 

令和２年９月15日  

大津市公営企業管理者 山  極  正  勝 

第９条第１項第７号中「３月」を「１年」に改め、同項第19号中「６月15日」を「６月１日」に、「９月30

日」を「10月31日」に改める。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の影響に伴う特別休暇の特例） 

２ 令和２年４月１日から同年９月30日までの間に結婚した会計年度任用職員の当該結婚に係る第９条第１項第

７号の休暇の期間は、同号の規定にかかわらず、当該結婚をした日から令和３年９月30日までの間における連

続する５日の範囲内の期間とする。 

附 則 

この規程は、令和２年10月１日から施行する。ただし、第９条第１項第19号の改正規定は、同年９月15日から

施行する。 

 


